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萩原工業株式会社（以下「当社」又は「吸収分割会社」といいます。）は、2021 年９月 21

日に、岡山県倉敷市水島中通一丁目４番地所在のバルチップ株式会社（以下「バルチップ」

又は「吸収分割承継会社」といいます。）との間で吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」

といいます。）を締結し、2021 年 11 月１日を効力発生日として、本吸収分割契約に基づき

当社のコンクリート補強繊維「BarChip」の販売及び製品開発に関連する事業に関して有す

る権利義務をバルチップに承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う

ことを決定いたしました。 

本吸収分割に関する会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に定める事前開

示事項は、次のとおりです。 

 

事前開示事項 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第１項第２号） 

   別紙１の吸収分割契約書のとおりです。 

 

２．会社法第 758 条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法第

782 条第１項、会社法施行規則第 183 条第１号イ） 

   本吸収分割において、バルチップは、普通株式 2,800 株を新たに発行し、その全てを

当社に対して割当て交付いたします。当社に対して交付される株式の数につきまして

は、バルチップが当社の 100％子会社であり、また、本吸収分割に際してバルチップが

発行する株式の全てが当社に交付されることから、これを任意に定めることができる

ものと認められるため、当社及びバルチップが協議のうえ決定したものであり、相当で

あると考えております。 

   また、バルチップが本吸収分割に際し増加させる資本金及び準備金の額は、本吸収分

割後におけるバルチップの事業内容及び当社から承継する権利義務等に照らして相当

であると考えております。 

 



３．会社法第 758 条第８号に掲げる事項（会社法第 782 条第１項、会社法施行規則第 183 条

第２号） 

該当事項はございません。 

 

４．会社法第 758 条第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（会社法第 782 条第１項、会社法施行規則第 183 条第３号） 

該当事項はございません。 

 

５．吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 

（１）吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法第 782条第１項、

会社法施行規則第 183 条第４号イ） 

別紙２に記載のとおりです。 

 

（２）吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

があるときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法第 782 条第１項、会社法施行規則

第 183 条第４号ロ） 

該当事項はございません。 

 

（３）吸収分割承継会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な

債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法第 782

条第１項、会社法施行規則第 183 条第４号ハ） 

該当事項はございません。 

 

６．吸収分割会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法第 782 条第１

項、会社法施行規則第 183 条第５号イ） 

該当事項はございません。 

 

７．本吸収分割の効力発生日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の債

務の履行の見込みに関する事項（会社法第 782 条第１項、会社法施行規則第 183 条第

６号） 

（１）吸収分割会社の債務の履行の見込み 

吸収分割会社の最終事業年度の末日（2020 年 10 月 31 日）現在の貸借対照表における

資産の額は 28,066,215 千円、負債の額は 5,041,468 千円です。また、吸収分割会社が

本吸収分割により吸収分割承継会社に承継する予定の資産及び負債の見込額は、それぞ

れ 2021 年７月 31 日現在で 450,246 千円及び 164,235 千円であり、本吸収分割後におい



ても、吸収分割会社の資産の額は負債の額を大きく上回る見込みです。 

これらを前提として、吸収分割会社の最終事業年度の末日から現在に至るまでに資産

及び負債の額に生じた変動、さらに今後効力発生日までに予測される資産及び負債の額

の変動を考慮しても、効力発生日以後において吸収分割会社の資産の額は負債の額を十

分に上回ることが見込まれます。 

また、効力発生日までの間における上記の見込みに重大な支障を及ぼすような事態の

発生や、効力発生日以後に吸収分割会社による債務の履行に重大な支障を来すような大

幅な減収、継続的な損失等の発生は、現時点では予想されておりません。 

以上より、効力発生日以後における吸収分割会社の債務について、吸収分割会社によ

る履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

（２）吸収分割承継会社の債務の履行の見込み 

吸収分割承継会社の最終事業年度の末日（2021 年６月 30 日）現在の貸借対照表にお

ける資産の額は 47,871 千円、負債の額は 16,529 千円です。また、吸収分割会社が本吸

収分割により吸収分割承継会社に承継する予定の資産及び負債の見込額は、それぞれ

2021 年７月 31 日現在で 450,246 千円及び 164,235 千円であり、本吸収分割後において

も、資産の額は負債の額を大きく上回る見込みです。 

これらを前提として、吸収分割承継会社の最終事業年度の末日から現在に至るまでに

資産及び負債の額に生じた変動、さらに今後効力発生日までに予測される資産及び負債

の額の変動を考慮しても、効力発生日以後において吸収分割承継会社の資産の額は負債

の額を十分に上回ることが見込まれます。 

また、本吸収分割の効力発生日以後において、吸収分割承継会社の負担すべき債務の

履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在のところ予想されておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後における吸収分割承継会社の債務につき、履

行の見込みがあるものと判断しております。 

以上 
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